
※自主事業を含む 

宇土保育園しおり（重要事項説明書） 

（令和 8 年 5 月１日現在） 

１ 事業者 

 

２ 事業の目的 

  児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと。 

 

３ 運営方針 

  ≪みんな明るい元気な子≫ 

 

４ 提供する保育等の内容 

  本園は保育所保育指針（平成 20 年 3 月 28 日厚生労働省告示第 141 号）に基づき、以下に掲

げる保育その他の便宜の提供を行う。 

 （１） 通常保育      第７条第 1 項に規定する時間において保育を提供する。 

 （２） 延長保育 

 （３） 一時預かり事業 

 （４） 子ども誰でも通園 

  

５ 保育所の概要 

名称 宇土保育園 

所在地 福岡県柳川市大和町皿垣開２３７番地 2 

電話番号 ０９４４－７６－０４０８ 

法人創立年月日 平成 19 年 3 月 23 日 

事業認可年月日 昭和 27 年 3 月 

施設長氏名 寳珠山 美津代 

利用定員 0,1,2 歳児・・・30 名 

3,4,5 歳児・・・50 名    計 80 名 

職員数 19 名 

特別保育の実施状況 延長保育、一時預かり事業 

職員への研修実施状況 職種、経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるために全ての

職員に月 1 回園内研修及び随時園外研修を実施 

事業者の名称 社会福祉法人 自生福祉会 

代表者名 理事長 寳珠山 美津代 

法人の所在地 福岡県柳川市大和町皿垣開２３７番地 2 

法人の電話番号 ０９４４－７６－０４０８ 

定款の目的に定めた事業 第二種社会福祉事業 保育所の経営 



6 開所日・開所時間及び休所日 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間 午前７時～午後６時（11 時間） 

保育短時間 午前７時～午後４時（9 時間） 

延長保育時間 
保育標準時間 午後６時～午後７時 

保育短時間 午後４時～午後７時 

開所時間 月～土曜日 午前７時～午後７時 

休所日 日曜日・祝日・国民の休日 

※ 教育・保育上必要があり、または、やむを得ない事情がある時は、休所日に教育・保育を行

う場合があります。 

※ 非常変災その他急迫の事情がある時は、臨時に休所日とする場合があります。 

 

7 施設の概要 

敷地面積 1,805.4000 ㎡ 

建物 鉄筋 2 階建て 

施設の内容 

乳児室 95.35 ㎡、保育室 4 室 189.63 ㎡、調理室 36.23 ㎡ 

医務室 23.63 ㎡、沐浴室 4.03 ㎡、乳幼児用トイレ 3 個所 

屋外遊戯場 754.17 ㎡ 

 

8 職員体制 

職 名 人 数 職 務 内 容 

園長兼事務 1 人 教育・保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質向上に取り組み、

一体的な管理運営を行う。 

園の運営管理に必要な事務処理、経理処理を行う。 
主任保育士 1 人 園長を補佐し園務を管理し、園児の保育を行う。 

保育士 13 人 

保育課程に基づき、園児の保育を行う。 
子育て支援員 1 人 

栄養士 

調理師 

3 人 

1 人 

献立作成や給食全般の管理、調理業務及び食育に関する活動を行う。

う。 
看護師 1 人 園児の健康観察及び保健衛生指導を行う。 

委託内科医 1 人 年 2 回園児の検診を行う。 

委託歯科医 1 人 年 2 回園児の検診を行う。 

※ 職員数は変動する場合があります。市が条例で定める教育・保育の提供に必要な職員数以上

の職員を常に配置しています。 

※ 各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

 

 

 



9 保護者の負担について 

（１）保育料 

   保育料は、柳川市が決定します。 

（２）実費徴収 

   保育料の他に、保護者にご負担頂くものとして、以下の物があります。 

園児服（年少から）冬 約 25,000 円（リュック、ベレー帽込） 

園児服（年少から）夏 約 3,600 円 

カラー帽子 約 1,030 円 

体操服（年少から）体操服入れ袋(年中から) 約 2,350 円・約 550 円 

絵本代（2 歳児から） 毎月、約 500 円 

保護者会費 前期 1,800 円、後期 1,800 円(園児 1 名につき) 

出席ノート（シール込） 約 600 円 

お昼寝用シーツ（1 歳児から） 約 2,900 円 

クレヨン（1 歳児、2 歳児） 約 560 円 

パステル(3 歳児、4 歳児、5 歳児) 約 760 円 

（３）延長保育料 

   延長保育料（標準）は、18 時以降 100 円。 

   延長保育料(短時間)は、16 時以降、1 時間毎 100 円。 

 

10 給食について 

登園の給食方針 安全で美味しい食事作り。 

給食 

おやつ 

添加物の少ない食材、調味料。 

添加物の少ない手作りおやつ・お菓子。 

アレルギー等への対応 医師の診断書・指示書をもとに除去食、代替食の提供。 

 

11 園医・嘱託医 

医療機関の名称 内田医院 

医院長名 内田 寛  

所在地 柳川市大和町塩塚 721 

電話番号 ０９４４－７６－３００３ 

 

 

 



12 園歯科医・嘱託歯科医 

医療機関の名称 平河歯科医院 

医院長名 平河 孝憲 

所在地 柳川市大和町中島９５４－１ 

電話番号 ０９４４－７６－３６９５ 

 

13 利用にあたっての留意事項 

  ・ 登園は９時３０分までにお願いします。 

  ・ 当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は９時までに電話でご連絡下さい。 

  ・ 登園後に発熱が出た場合、体調が悪くなった時には連絡させて頂きます。 

  ・ 同居家族以外の方のお迎え時は、事前に園へ連絡してください。 

 

14 利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項 

  ・ 当園は、市町村が行った利用調整により登園の利用が決定された時、かつ、保育・教育

の実施について委託を受けた時は、これに応じる。 

  ・ 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの支給認定

保護者と、その内容を確認する。 

  ・ 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するもの

とする。 

  （１）「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消し

した時。 

  （２）支給認定保護者から保育所利用の取消の申し出があった時。 

  （３）市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めた時。 

  （４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じた時。 

 

15 緊急時における対応方法 

保育中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、速やかに利用子どもの保護者又は緊急

連絡先、その他、医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じます。 

 

【管轄する消防署】 

消防署名 柳川市 消防本部 

所在地 〒８３２－００６１ 柳川市本城町４－２ 

電話番号 ０９４４－７４－０１１９ 

 

 

 

 



【管轄する警察署】 

警察署名 福岡県柳川警察署 

所在地 〒８３２－０８２３ 柳川市三橋町今古賀５３－１ 

電話番号 ０９４４－７４－０１１０ 

 

16 非常災害対策 

防火管理者 寳珠山 光生 

消防計画届年月日 令和元年９月３０日 

避難訓練 避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。 

防火訓練 地震、水害、不審者対応を想定した訓練を年 3～4 回実施します。 

引渡し訓練 災害時を想定した引き渡し訓練を年 2 回実施します。 

避難場所 運動場または駐車場 

緊急時の連絡手段 電話、専用メールでの情報提供 

 

17 相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情解決責任者 園長：寳珠山 美津代 
TEL ０９４４－７６－０４０８ 

相談・苦情受付担当者 主任保育士：寳珠山 華 

第三者委員 
浦 澄廣（元区長） TEL ０９４４－７６－１２４９ 

力久 春男（民生委員） TEL ０8０－６４４９－３５４９ 

福岡県運営適正化委員会 
社会福祉法人 

  福岡県社会福祉協議会 

TEL ０９２－９１５－３５１１ 

FAX ０９２－５８４－３３５４ 

 【要望・苦情等への対応方法】 

 1．要望・苦情等を受付けた場合は、適切に対応し改善を図るよう努めます。 

 2．要望・苦情等を受付けた場合は、要望・苦情等の内容を記録し、市から求めがあった場合

は、必要な改善を行い、市に報告します。 

 

18 賠償責任保険の加入状況 

  ・ 保育園児等傷害保険 

  ・ 行事参加者傷害保険 

  ・ 保育園賠償責任保険 

 

 

 

 



19 個人情報の取り扱いについて 

 （個人情報の取り扱い方法） 

  特定教育・保育の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、

法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

 

20 保育料の無償化について 

  ・ ３歳児以上は保育料が無償化となります。ただし、毎月、副食代（おかず代）は自己負

担となり、返金はありません。（年に２～３回、弁当持参があります。） 

  ・ 副食費 4，500 円 

 

21 虐待防止の措置について 

職員は、乳幼児の虐待が疑われる場合には、乳幼児の保護と共に家族の養育態度の改善をは

かることとし、関係機関、市町村に通報するものとする。 

  


